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【 契 約 書 別 紙 】 

 １. 法定料金 

（１）基本サービス料金 

  ① サービス利用料金（法定料金）〔多床室及び従来型個室〕 

【単位数】 

１日あたりの単位 

要介護度 介護福祉施設サービス 精神科医療養指導加算 個別機能訓練加算（Ⅰ） 日常生活継続支援加算（Ⅰ） ＊夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 

要介護度１ ５８９単位 ５単位 １２単位 ３６単位 １３単位 

要介護度２ ６５９単位 ５単位 １２単位 ３６単位 １３単位 

要介護度３ ７３２単位 ５単位 １２単位 ３６単位 １３単位 

要介護度４ ８０２単位 ５単位 １２単位 ３６単位 １３単位 

要介護度５ ８７１単位 ５単位 １２単位 ３６単位 １３単位 

 

１月あたりの単位 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 個別機能訓練加算（Ⅱ） ADL維持等加算（Ⅰ） ADL維持等加算（Ⅱ） 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

４０単位 ５０単位 ２０単位 ３０単位 ６０単位 ３単位 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 排泄支援加算（Ⅰ） 排泄支援加算（Ⅱ） 自立支援促進加算 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

１３単位 １０単位 １５単位 ３００単位 ９０単位 １１０単位 

【自己負担額】  １日当たりの自己負担額になります。 

要介護度 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

要介護度１ ７００円 １，３９９円 ２，０９９円 

要介護度２ ７７５円 １，５４５円 ２，３２３円 

要介護度３ ８５３円 １，７０５円 ２，５５７円 

要介護度４ ９２７円 １，８５４円 ２，７８１円 

要介護度５ １，００１円 ２，００２円 ３，００３円 

＊初期加算として入所後３０日は１日３２円、２割負担の方は６４円、３割負担の方は 

９６円が加算されます。 

 ＊安全対策体制加算として入所時に２０単位、２１円、２割負担の方は４３円、３割負 

担の方は６４円が加算されます。 

 ＊看護体制加算（Ⅰ）ロ １日当たり４単位、５円が加算されます。 

＊加算項目は、算定条件が該当すると増える場合がありますのでご了承下さい。 

（＊印は、職員配置等により変動が生じる場合があります。） 

＊入所期間中に入院、又は外泊した場合の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに 

 応じた料金となりますのでご了承下さい。 

尚、介護保険は単位制となっており青梅地区は 1単位、10.68で、月末締めとなって 

ています。正確な計算をしたときに数円の誤差が出ることがあります。 

＊上記所定単位数に介護職員処遇改善加算、特定介護職員等処遇改善加算、また、介護

職員等ベースアップ等支援加算について、現行の核加算各区分の要件及び加算率を組

み合わせた介護職員等処遇改善加算 14.0％に一本化されます。 
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＊摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、経口維持加算(Ⅰ)月４００ 

単位、医師等の食事の観察、会議等を行った場合には、経口維持加算(Ⅱ)月１００単 

位が算定されます。 

 

（２）食費 

食材料費及び調理費相当分 

・基準費用額   １日あたり    １,６００円 

（３）居住費 

     多床室（光熱水費相当分） 

・基準費用額   １日あたり       ９１５円 

 従来型個室（室料及び光熱水費相当分） 

・基準費用額   １日あたり    １,２３１円 

（４）施設利用料、食費、居住費については、所得に応じた軽減措置の制度があります。 

   ・特定入所者介護サービス費（補足給付） 

    介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度

額を超えた食費と居住費の負担額が介護保険から支給されます。 

    尚、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要があり

ますので、お住まいの市区町村に申請をして下さい。 

利用者負担段階 所得区分 食費 居住費多床室 居住費個室 

第４段階 市町村民税課税世帯 １，６００円 ９１５円 １，２３１円 

第３段階② 

世帯全員が市町村民税非課税世帯で 

本人の公的年金年収入学 

※＋その他の合計所得金額 120 万超 

単身 500 万円以下 

夫婦 1550 万円以下 
１，３６０円 ４３０円 ８８０円 

第３段階① 

世帯全員が市町村民税非課税世帯で 

本人の公的年金年収入学 

※＋その他の合計所得金額 80 万超～ 

120 万以下 

単身 500 万円以下 

夫婦 1550 万円以下 
６５０円 ４３０円 ８８０円 

第２段階 

世帯全員が市町村民税非課税世帯で 

本人の公的年金年収入学 

※＋その他の合計所得金額 80 万以下 

単身 650 万円以下 

夫婦 1650 万円以下 
３９０円 ４３０円 ４８０円 

第１段階 

生活保護を受給している方 

世帯全員が市町村税非課税で老齢 

福祉年金受給者 

単身 1000 万円以下 

夫婦 2000 万円以下 
３００円 ０円 ３８０円 

（５）支払方法 

月末締めの翌月１０日までに請求、２７日迄に口座振替にて支払。 

       

２. 所定料金 

（１）個別サービス利用料金   

① 口座振替手数料                  １回      88円 

② 金銭出納管理費（通帳預り者のみ）          １日       100円 

③ 買物代行費                    １回       200円 

④ 私物電気製品電気使用料(１月当たり)    冷蔵庫 1,000円・テレビ 300円・ 

アンカ 500円、電気カミソリ・ラジオ・携帯電話の充電 各 100円 
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⑤ 利用者個人の希望による外出の送迎         2,000円（片道 1,000円） 

⑥ 利用者個人の希望による外出への付き添い    ２時間単位につき  1,500円  

⑦ 退所時の依頼による処分料             ダンボール一箱につき   3,000円 

⑧ 理美容費                               理容 1,500円      美容 2,255円 

 

※ 個別で必要とする物（但し、オムツを除きます）につきましては、お客様の全額負

担となっており、その他レクリェーション費用、個別に希望されたサービスについ

ても、その都度実費を頂きます。 

３．附則 

 （１）この契約書別紙は、令和８年 3 月１日から実施する。 

 （２）内容に変更がある場合には、その都度作成することができる。 

 

 

事業者名   特別養護老人ホーム 第二青梅園（東京都指定第３１３号） 

住  所   東京都青梅市黒沢三丁目１９６６番地１ 

代 表 者   施設長  堀 江  和 生     印 

 

 

上記の内容の説明を受け、了承しました。 

令和   年   月   日 

利用者氏名               印 

 

             身元引受人氏名 

            （代理人氏名）              印 

           


